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意見がある、ああいう教科書が堂々と採用されて

きているんですよ。

　　そういうふうなことを考えると、これは言葉の

先は非常に民主的なことを言いながら、裏では極

端なことをやってでも、こういうふうな歴史を

ひっくり返すような教科書を採用しようとしてき

ていると、そういうふうなことが私は非常に今、

重大だと思うんです。日本の政治を考える上でも、

あるいは教育の問題を考える上でも。その点を教

育長、あなたはどう考えますか。あなたは書いて

もらったものを読んでおるんですが、私は、教育

者として、今の日本の教育がどういう時点に立た

されているのかということを考えなければいかん

と思うんですよ。

　　そのことについて、最後に教育長の見解を求め

たいと思います。

　　もう一つ、市長に対して申し上げたいのは、

やっぱりあなたは、金子知事とともに日中友好、

こういう活動を先頭に立って促進しているんです

よ、中国と長崎市、韓国と長崎市と。そういうも

のが非常に長い友好の歴史がありますね。こうい

うふうなときに、靖国神社の問題等についても、

私はもっと中国友好の立場から物を言うべきだと

思うんですよ。

　　以上で私の発言を終わります。

○副議長（江口　健君）　次は、14番毎熊政直議員。
〔毎熊政直君登壇〕

○14番（毎熊政直君）　皆さん、こんにちは。

　　自由民主党の毎熊政直でございます。

　　質問通告に基づきまして、順次、質問をいたし

ますので、市長並びに関係理事者の明快なご答弁

を求めるものでございます。

　　４月26日に発足した小泉内閣は、新世紀維新と
も言うべき改革を断行すると表明いたしており、

新しい時代にふさわしい制度を目指した「聖域な

き構造改革」に国民は大いに期待いたしていると

ころであります。

　　一方、地方自治体においては、絶えず市民の立

場に立った行政運営が既に行われており、それを

先取りした伊藤市長の絶え間ない改革への取り組

みは、長崎市第三次総合計画や行政改革大綱の中

で述べられており、一定、評価をいたしておりま

す。しかしながら、次世代を担う子どもたちへの

教育改革や21世紀に生きる子孫へ豊かな環境を確

実に引き継ぎ、自然との共生が可能となる社会の

実現などに対する具体的な方策は万全であるのか、

危惧するところであります。

　　私は、自信と誇りに満ち、元気あふれる長崎の

再生のために微力を尽くしたいという思いから、

以下３点についてお尋ねいたします。

　　まず、１点目が教育行政についてであります。

　　家庭の教育は、すべての教育の原点であります

が、近年の都市化、核家族化、少子化などに伴い、

家庭の教育力が低下している状況であります。ま

た、昨今憂慮されている青少年の問題行動の背景

には、家庭における教育のあり方が密接に関係し

ていると言われております。

　　家庭の教育力の充実の必要性については、平成

10年６月の中央教育審議会答申や同年９月の生涯
学習審議会答申を初め多くの審議会の答申などで

指摘されており、内閣総理大臣のもとに設置され

ている教育改革国民会議においても、その重要性

が提言されているところであります。

　　文部科学省では、こうした教育の現状や課題を

踏まえ、新世紀が始まる本年を「教育新生元年」

と位置づけ、21世紀教育新生プランを策定いたし
ております。

　　市長は就任以来、「核兵器廃絶元年」「まちづ

くり元年」「出島復元元年」という言葉で市政の

方針をあらわし、平和行政とまちづくりを車の両

輪として推進してこられました。２期目に臨む姿

勢として「新世紀はたあげ宣言」を掲げ、21世紀
のまちづくりのための種をまく年と位置づけ、本

年は、そのまいた種が芽を出し、大きな花が咲く

よう育てる年だと言われております。

　　教育に目を向けると、教育改革については、種

をまく前の段階であり、土の改良から始めなけれ

ばならない状況であると思いますが、本年を改め

て「教育新生元年」と位置づけ、本市の基本姿勢

とする強い決意が市長にはあられるのか、お尋ね

いたします。

　　私は、教育改革を推進するには、学校や教職員

を初め関係団体の取り組みはもちろんですが、ま

ず家庭教育の充実が何よりであると考えておりま

す。人間性豊かな日本人を育てるためには、教育

の原点は家庭であることを自覚する必要があると

思います。そのため、家庭教育支援のための機能

の充実を図る必要があります。また、大人が子ど
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もにしっかり範を示し、教育に取り組んでいく姿

を見える形で示すため、各家庭おける「しつけの

三原則」とも呼べるものをつくる必要があります。

まさに、子どもは親の背中を見て育つものです。

父母会や学校行事に出席できない両親に対する教

育休暇制度の導入やきめ細やかな家庭教育の支援

も不可欠であります。それと同時に、子どもたち

の健全な心と体をつくるため、地域の指導者と連

携した文化活動、スポーツ活動を教育の柱にする

必要もあると考えます。

　　そこで、家庭教育の充実などのための本市の取

り組み状況についてお尋ねいたします。

　　次に、２点目の環境保全の推進についてであり

ます。

　　おいしい水、きれいな空気、安全な食べ物、心

休まる住居、美しい自然の姿などは、我々が望む

生活です。近年、公共用水域の水質汚濁の主要原

因は、未処理生活雑排水と言われており、汚水処

理施設の整備が待ち望まれております。

　　私の調査によりますと、日本の下水道未整備人

口、平成９年度末5,470万人を過去10年間の平均
毎年200万人の下水道整備を行うとした場合、整
備率100％にはあと27.4年の歳月を有する計算と
なります。しかし、下水道整備率ではなく、生活

排水処理率100％を目標とすれば、既に合併処理
浄化槽において、平成９年度末963万人が完了し
ていますので、未整備人口は4,507万人となりま
す。今後、年間40万基新設される合併処理浄化槽
と下水道とあわせて年間332万人の整備がされ、
生活排水処理率が100％となるには13.6年間で済
み、平成23年には達成できる計算になります。
　　また、合併処理浄化槽と下水道による整備が、

下水道のみによる整備と比較すると、予算金額で

35兆8,000億円安くなる結果が試算されておりま
す。しかも、合併処理浄化槽の特徴は、１つ、性

能が高く、施設維持が安価であること。２つ、設

置に要する面積が狭くて済み、長い管路をめぐら

す必要がないので、効率的に設置できること。３

つ、設置に要する期間が短いので、経費の投資効

果が速やかにあらわれること。４つ、処理水を身

近な水路や小河川に放流するので、河川の水量確

保に役立ち、小河川などの自浄作用を活用できる。

したがって、公共用水路に対する水質汚濁負荷は

極めて低減されることであり、今後の生活排水処

理の整備は、予算及び環境保全のトータルバラン

スを考慮し、合併処理浄化槽を活用した整備が必

要であると考えます。

　　本市は、長期間下水道の布設が望めない場所に

あっては、本年度から合併処理浄化槽の普及を図

ることに変更しておられますが、下水道事業や農

業集落排水事業との整合性をどのように図られ、

今後、環境保全のトータルバランスを考慮した合

併処理浄化槽の普及を計画的に推進されるのか、

お尋ねいたします。

　　最後に、３点目の観光振興策についてでありま

す。

　　先ほども先輩議員より質問があっておりました

が、本市の観光客数は、「旅」博のあった平成２

年の628万人から一昨年の505万人と減少傾向にあ
りましたが、昨年の平成12年は日蘭交流400周年
の年を迎え、県内各地においてさまざまなイベン

トが展開されました。

　　また、一方では、夢彩都、出島ワーフ、アミュ

プラザ長崎の大型商業施設が相次いでオープンし、

史跡出島和蘭商館跡の西側５棟の復元、小説「長

崎ぶらぶら節」の直木賞受賞及び同小説の映画化

など、新たな観光資源により、減り続けていた本

市の観光客数がようやく微増に転じたところであ

ります。しかしながら、本市の観光を取り巻く環

境は、長引く不況の影響から、国内旅行全体が落

ち込む中、ことし３月には大阪に「ユニバーサ

ル・スタジオ・ジャパン」がオープンし、秋には

東京に「東京ディズニー・シー」といったアミー

ズメントパークがオープンすることなど、都市間

競争も激化している状況であると認識しておりま

す。

　　私は、昨年の９月議会において、日蘭交流400
周年記念事業以降の21世紀に向けた長崎観光が本
市の大いなる生き残り策であるとの思いから、観

光振興策について質問し、今後の観光振興に当

たっては、行政の強いリーダーシップを発揮すべ

きとの意見を申し上げました。しかしながら、昨

年４月に、本市の観光振興のため、観光部が新た

に創設されながら、今でも観光部の姿、推進体制

が私にははっきり見えておりません。

　　まず、本市の基幹産業である観光の振興が他の

産業を大きく押し上げる力となることを認識して

いただきたい。
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　　次に、本市の豊かな自然、歴史、文化などの観

光資源を掘り起こし、有効活用していただきたい。

　　さらには、観光と農林水産業、商工業などとの

交流を促進することにより、１年を通じて楽しめ

る通年型、滞在型観光都市づくりに努めていただ

きたいと思います。

　　現在、修学旅行向けのペーロン体験やグラバー

園での体験龍踊りなど、体験型、参加型のメ

ニューは一定の実績が上がっていると聞いており

ます。観光客誘致の一つの方策として、魅力ある

体験型の観光メニューの早急な拡充整備が必要で

あります。本市の地域特性を生かした体験漁業や

みかん狩り体験農業、または豊かな自然に囲まれ

たゆとりのある休暇を楽しむ、いわゆるグリーン

ツーリズム、さらには長崎のカステラなどの特産

品や生産工場においての工場見学や特産品の買い

物など、他産業との連携推進をどのように展開さ

れるのか、また、観光そのものを本市の基幹産業

化とするための観光振興策をどのように考えてお

られるのか、伺います。

　　また、そのような長崎観光のＰＲを統一した

テーマのもとに情報発信する長崎の魅力発信事業

で、どのような手段で、いかに効率よく、効果的

に展開されておられるのか、お尋ねいたします。

　　以上、本壇からの質問を終わりにさせていただ

きますが、ご答弁をお聞きした上で再質問を自席

よりさせていただきたいと思います。

　　どうもありがとうございました。＝（降壇）＝

○副議長（江口　健君）　市長。

　　　　　　〔伊藤一長君登壇〕

○市長（伊藤一長君）　毎熊政直議員のご質問にお

答えをいたしたいと思います。

　　家庭教育の支援策についてでございますが、家

庭教育は、すべての教育の出発点と言われていま

すが、近年の都市化、核家族化、少子化などに伴

いまして、家庭の教育力が低下していると懸念さ

れております。また、昨今憂慮されております青

少年の問題行動の背景には、家庭における教育の

あり方が密接に関係していると言われ、家庭にお

ける教育機能を高めていくことが、議員ご指摘の

ように、極めて重要な課題となっております。

　　家庭の教育力の充実の必要性につきましては、

平成10年６月に出されました中央教育審議会「幼
児期からの心の教育のあり方について」の答申に

おきましても、「もう一度家庭を見直そう」「地

域社会の力を生かそう」など、これまでにもなく、

家庭や地域においての教育にまで踏み込んだ具体

的な内容を含んだ提言がなされております。

　　さらに、教育改革を具体的に推進するためには、

国民一人ひとりが家庭教育の重要性を含め、国民

的課題ととらえることが必要であります。教育改

革国民会議においても、「教育の原点は家庭であ

る」ことを国民一人ひとりが自覚するよう提言が

なされております。

　　さらに、この提言を踏まえ、平成13年１月に文
部科学省において、21世紀教育新生プランを策定
し、現在、法整備を含めて、政策の推進を図ろう

としております。

　　毎熊議員ご指摘の家庭教育の見直しを図るため

の「教育新生元年」との位置づけについてでござ

いますが、21世紀教育新生プランにおいても、
2001年を「教育新生元年」と位置づけ、教育改革
のさまざまな政策が打ち出されております。

　　本市におきましても、この趣旨を踏まえながら、

さまざまな教育改革の推進を進めてまいりますが、

中でも家庭教育の重要性は十分認識しております

ので、本市といたしましての施策について研究を

し、推進・実践をしてまいりたいというふうに考

えているところでございます。

　　次に、環境保全の問題で合併処理浄化槽の件に

つきましてお答えをいたしたいと思います。

　　ご承知のように、従来、長崎市における生活排

水対策といたしましては、下水道事業認可区域の

公共下水道整備を中心として対応してまいりまし

た。また、下水道事業認可区域外の地域におきま

しては、一般的に家屋が散在しており、人口密度

の高い都市化された地域と同じように公共下水道

を布設すること及び農業集落排水事業を推進する

ことは、相当な費用と期間を要し、必ずしも妥当

な手段ではないことから、生活排水対策が大変お

くれておりました。しかしながら、近年、し尿と

生活雑排水を処理する合併処理浄化槽につきまし

ては、技術革新に目覚ましいものがございまして、

放流される水は、下水処理場で処理された水と同

じような水質が確保できるようになったところで

あります。その上、小型化され、車１台分のス

ペースに、わずかな期間で、議員ご指摘のように

設置することが可能となりました。
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　　したがいまして、下水道事業認可区域外の地域

におきましては、積極的に合併処理浄化槽による

普及促進を図ることといたしました。

　　また、本年度供用開始いたしました太田尾地区

を除きます農業集落排水事業の構想地域でありま

す５地区につきましては、当面は合併処理浄化槽

で整備を行う予定でございます。合併処理浄化槽

の利点といたしましては、一つ、文化的、衛生的

な市民生活を確保できること。一つ、生活排水対

策の一環として、河川等の水質保全及び水量の維

持に寄与できること。一つ、短期間で設置ができ

ることなどが考えられますので、下水道事業認可

区域外の生活排水対策として積極的に合併処理浄

化槽設置の普及促進を図ってまいりたいというふ

うに考えているところでございます。

　　そこで、この合併処理浄化槽普及促進策といた

しましては、従来、設置される市民の費用負担が

公共下水道に比べて割高であったことから、その

負担の軽減を図るために、下水道における受益者

負担金相当額と同等となるように、これまでの合

併処理浄化槽本体設置工事費に係る国庫補助制度

に加えまして、今年度からは、市単独の補助制度

を議会のご了解をいただきまして開始をしたとこ

ろでございます。さらに、くみ取り便所から水洗

便所への改築等で浄化槽を設置する場合、配管工

事・便器交換等の排水設備設置費等にかかる無利

子の融資制度も新設したところであります。

　　具体的な例でございますが、合併処理浄化槽本

体設置の工事費が約100万円の費用を要する場合、
従来は個人負担が約60万円程度でありましたが、
６分の１の10万円程度で済むことになります。

　　次に、無利子の融資制度につきましては、配管

工事・便器交換等の標準的な工事費が80万円程度
かかりますが、最大限で60万円の無利子融資が受
けられますので、設置時の市民の負担額は相当軽

減されることとなり、従来よりも容易に設置でき

るものと思っております。

　　これらの制度につきましては、全国的にもかな

り充実したトップレベルの助成制度であると自負

いたしており、市民の方々に喜んで利用していた

だけるものと確信しております。

　　合併処理浄化槽設置整備事業につきましては、

今後、対象となる地域で説明会を開催するなど、

積極的に普及促進に努めてまいります。

　　また、長崎市における公共用水域の水質保全、

公衆衛生の向上及び快適な生活環境づくりを目指

し、安らぎと潤いのある環境都市の推進に鋭意努

力してまいりたいと考えているところでございま

す。

　　以上、私の本壇よりの答弁といたしたいと思い

ます。

　　他の件につきましては、所管の方からお答えい

たしたいと思います。＝（降壇）＝

○教育長（梁瀬忠男君）　教育行政についてお答え

をいたします。

　　家庭教育の支援策の取り組み状況についてであ

ります。青少年の健全育成は、社会全体の責任と

考え、親や大人に対する啓発の重要性を認識して

おります。

　　したがいまして、教育委員会におきましては、

「心豊かで、たくましく生きる青少年の育成」を

努力目標に掲げ、諸事業を積極的に推進しており

ます。例えば家庭教育の学習機会の拡充を図るた

めに、幼稚園児、小学生、中学生の保護者を対象

に、市内全公民館で家庭教育に関する講座を開催

したり、各ＰＴＡに委託いたしまして家庭教育学

級を開催したりしております。

　　また、小学校就学前の保護者を対象に、小学校

生活への不安を解消するとともに、この時期の家

庭における「しつけ」の大切さをわかっていただ

けるような研修会も開催しております。

　　さらに、幼稚園、小学校、中学校のＰＴＡに対

しましては、学級役員や校外指導役員の研修会を

開催するなど、親としてのあり方を考える場を設

けております。

　　そのほか、文部科学省が作成いたしました乳幼

児を持つ保護者を対象とした家庭教育手帳や小中

学生を持つ保護者対象の家庭教育ノートを全家庭

に配布をし、各種研修会等で活用して家庭教育の

大切さを呼びかけております。

　　また、明るい家庭づくりを推進するため、さら

にＰＴＡの会合や家庭教育に関する研修会に参加

できない保護者の方のためにも、啓発用のチラシ

「大好き！あったか家族」を作成いたしまして、

市立幼稚園、小中学校のすべての児童生徒の家庭

に配布もいたしました。その中には、「お年寄り

や困っている人を手助けするような、思いやりの

心を育てましょう」「食事を一緒にしたり、１日
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のできごとを話したりするような、家族一緒の時

間を作りましょう」「まちがった行いはしっかり

正すために、悪いことは悪いと、しっかりしつけ

ましょう」などと具体的な呼びかけをいたしまし

た。

　　今後とも、保護者の皆様のニーズや時代の要請

に合った研修や講座のあり方、さらには、すべて

の保護者の皆様に関心を持っていただけるような

啓発活動のあり方などを保護者や地域の方々、関

係団体との連携を図り、多くの方にご意見をいた

だきながら、より充実するように努めるとともに、

さらに効果的な施策を研究し対処してまいりたい

と考えております。

　　以上でございます。

○観光部長（三浦勝夫君）　観光振興策についてお

答えいたします。

　　体験型観光メニューの整備についてでございま

すが、現在、本市におきましては、修学旅行の訪

問目的の大きな要因でございます平和学習の被爆

体験講話を初めガラス工芸、ハタづくり、ペーロ

ン体験や龍踊り体験などを実施しております。

　　長崎の伝統行事であるペーロン体験につきまし

ては、平成４年度から開始しましたが、年々増加

しており、平成12年度には94校、１万4,758人の
修学旅行生に体験いただいて、今年度も既に１万

人を超える予約を受けております。

　　また、昨年度からは、グラバー園において体験

龍踊りを実施しており、班別行動の修学旅行生を

中心に一般観光客の皆様にも好評をいただいてお

ります。今年度は、修学旅行生が多い４月から６

月まで、また、９月から11月の期間に限り実施い
たしますが、新しく小龍やベストをつくり、さら

に、バツオというシンバルのような楽器も購入い

たしまして、より多くの児童生徒の皆様に体験い

ただけるよう内容の充実を図っているところでご

ざいます。

　　このほかにも、あぐりの丘においては、カステ

ラづくりの体験などのメニューを提供していると

ころでございます。今年度は、試行的にちゃんぽ

んづくりの体験を実施いたしまして、長崎の食文

化における体験メニューの整備につなげていきた

いと考えております。

　　本市の基幹産業であります水産業や造船業を初

め、長崎には体験メニューとして多くの素材があ

るものと考えており、今後とも体験メニューの整

備に向け、調査・研究を行っていきたいと考えて

おります。

　　続きまして、長崎の魅力発信事業でございます

が、午前中市長が述べたとおり、本市におきまし

ては、異国情緒、夜景、祭り、食文化など多面性

を持ったまちでありますし、この多面的な都市個

性をもう一度掘り起こしまして、新たなイメージ

のもとに各種メディアを通じまして広く県内外に

情報発信を行ってまいりたいと思います。

　　いずれにいたしましても、県内外の都市との

ネットワークを今回は強くもちまして、国内外の

観光客の誘致に努めていきたいと考えております。

　以上でございます。

○14番（毎熊政直君）　それぞれご答弁をいただき

ましてありがとうございました。

　　しかしながら、十分に満足できるものではござ

いませんでしたので、改めて再質問をさせていた

だきます。

　　まず、教育長にお尋ねします。今、確かに家庭

教育ということで、私も本壇では家庭教育の充実

ということでご質問をいたしましたが、私の本当

の考えというのは、今、まさに親をどう教育して

いくか、親自身が今のままでいいのか。これが大

きな今後の課題だろうということは、もう皆さん

周知のことだと思います。

　　そこで、今まで当然、こういうお話はずっと教

育界でもあってきたと思います。この時点で、本

当に「教育新生元年」と位置づけをして、本気に

なって、親にどう教育をするかを取り組んでいか

れるお考えがあるか。もっと詳しく話をさせてい

ただきますと、例えば学校でいろんな行事をやり

ます、講演会を開きますと、いつもご父兄の来ら

れるメンバーは同じ方なんです。まず、学校にも

余り関心を示さない。そして、こういう活動にも

参加をしない。そういうお父さんやお母さんたち

に、どのようにして教育の大事さ、子どもとの交

わり方の大事さというものを本気になって教育委

員会として、どこまで踏み込んで、今後、充実を

図っていかれようと考えておるか、その点。

　　そして、そういう中で、まず足元を見てみます

と、例えばスポーツ振興課というのがあります。

あそこを見ましたら、スポーツ振興の大事さとい

うのは、もう皆さんすべてわかっておられると思
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いますけれども、そういう中で、あそこは今、よ

く中身をうかがってみますと、要するに、スポー

ツ施設の管理だけの業務に追われてしまっている。

本当のスポーツ振興という職務が希薄になってし

まっている傾向があるんではないかと私は思いま

す。

　　そういう面で、まず足元の例えばスポーツ振興

課等が、本当のスポーツ振興を通じて子どもたち

の教育現場の向上のために努力する、そしてまた、

指導者の養成その他について、長崎市の教育力向

上のために本当の機能を発揮されるよう、少し見

直しをしていただけるお考えがないか。

　　以上２点のことについて、改めてご質問をさせ

ていただきます。

　　ご答弁をお願いします。

○教育長（梁瀬忠男君）　再質問にお答えしたいと

思いますが、親の教育をどうするのか、積極的に

と。大変私の立場でも、おっしゃるご指摘のこと

は十分私どもも認識をいたします。そして、今回

の教育改革につきましては、大変教育も大きく変

わろうとしておりますが、その中でも、先ほどの

市長の本答弁でも申しましたが、やはり子どもの

心の教育をどうするのか、このときには、やはり

どうしても、私ども大人が、大人の責任として自

分たちの足元を見詰め直そう、そして、家庭もも

う一度見詰め直そう、学校も心の教育の場として

もう一回見詰め直したらどうか、地域の力もかり

たい、こういったことが大きな柱になっておりま

した。そういったことをずっと踏まえまして、や

はり教育につきましては、確かに行政も主体性を

持ってやるんでしょうが、まず、国民一人ひとり

が自分たちの課題として十分認識をし、そして、

子どもたちを豊かにはぐくんでいくと、こういう

大きな狙いを持った教育改革になっております。

そして、子どもたちは、やはりゆとりの中で主体

的に生きたり、感動したり、感性を育てたり、や

はり豊かに育ってほしいと、こういう願いの大き

な教育改革であります。

　　そういった中での親としてどうあるか、こう

いったことになろうかと思いますが、その点につ

きましては、第１には、行政でリーダーシップを

とったりすることも大切でしょうが、それぞれの

大人がどうあるのかというのを考えて見詰め直す

ようなことをどうして仕組んでつくっていくのか、

そこら辺にかかってくるのではないか。その中の

家庭教育をどうするかということにもなってこよ

うかと思います。

　　そのような基本的認識に立ちまして、私ども教

育委員会といたしましても、現在、教育方針、教

育努力目標というものを持っておりますが、今回

の大きな教育改革の中で、この見直し作業もする

と、そして、プロジェクトをつくって、来年、14
年に向けてどうしていこうかと、こういう議論を

しているところでございます。その中に、今の家

庭教育というのは大変重要な位置づけでもありま

すので、私どもとしても、その中にどのように取

り組み、私たち行政が、家庭の方と一緒になって

やるための仕組みといいましょうか、システム、

そういったことをどう売り込んで、そして、地域

の方々と一緒になってやっていくかということを、

少し多くの方の議論をいただきながら、また、議

会のご意見等をいただきながらまとめていけたら

なと、そういうふうに考えておるところでもござ

いますので、どうぞご理解をいただきまして、そ

の点について、私どもも誠実に取り組んでまいり

たいと考えておるところでございます。

　　それと、スポーツ振興の点でございますけれど

も、これもその中で、やはり子どもたちが体験が

不足していると、こういったことが大きく言われ

ております。体験ということになりますと、学校

教育でも相当変わるようになってございます。一

つの例が総合学習の時間等がございますけれども、

その中で、私もスポーツの大切さというのは十分

よくわかります。スポーツをし、そして一緒に協

同してなし遂げるとか、忍耐力とか協調性だとか、

いろんなことが育つ部分でございますので、ス

ポーツの重要性についても、先ほどの検討の中で

どのように、今より以上に進展できるように仕組

んでいくのかということを考えていきたい。基本

的には、そのように思っておりまして、できまし

たら、14年のスタートに向けて鋭意研究をしてま
いりたいというふうに考えております。

　　以上でございます。

○14番（毎熊政直君）　今、教育長に再質問にお答

えをいただきましたけれども、教育長、もう教育

長の現在の立場では、今のようなご答弁しかでき

ないということは理解しているつもりです。しか

し、教育委員会の内部で、本当に今、この教育を
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しっかりしなければ、さっき国民全体の問題とい

う表現をされましたけれども、国民全体は当然で

す。しかし、長崎市民も国民の一人なんです。だ

から、この地元長崎から、そういう形で変えてい

こうと、教育委員会内部で十分議論をして、３年

スパン、５年スパンで、こういうものを形として

きちんとつくり上げていこうと。少子化だってそ

うでしょう。子どもを育てる自信がないから子ど

もを産めないと、38％ぐらいの人が結果として出
しているんです。

　　そういう中で今、今後考えていきますからと、

多分、10年前も20年前も同じような、こういう議
論の場合には答弁が本会議でも返ってきただろう

と私は思っています。結局、問題は先送りで、ま

た５年後も10年後も、こういうふうにしてお父さ
ん、お母さんと、各見識者といろんな協議を重ね

ていいものを考えていきましょうということで、

10年、20年過ぎてきているんではないですか。
　　だから、今は本当に毎日やっているんですよ。

テレビをつければ毎日そうでしょう。新聞でもラ

ジオでもやっています。毎日だれかが、例えば子

どもが虐待されたとか、学校の先生が悪いことを

したとか、警察官が悪いことをしたとか、政治家

が悪いことをしたとか、そういうことばっかり子

どもは毎日見ているんです。子どもは、じゃ、だ

れを信用すればいいのか。親を最終的に信用する

しかないでしょう。その親をもっとしっかり教育

するために、ぜひ教育委員会として、私は内部か

ら立ち上がっていただきたい。そういう精神的な

ものをぜひ教育委員会の内部で広げていただきた

いという強い要望をしておきます。

　　それと市長、市長にちょっとこの問題で一つお

尋ねですけれども、例えば一定規模以上の町では、

町の教育長というものを、その地区の中の教育に

非常にたけた方、そういう方を一定規模以上の地

区では、町の教育長なるものを任命して、地域の

教育力を上げるためのいろんな活動をして率先し

てやっていただける方を何とか任命するような方

式をぜひ考えていただけないかとご提案を申し上

げるんですけれども、市長の所見があれば、

ちょっとお尋ねをしたいと思います。

○市長（伊藤一長君）　毎熊議員の家庭教育といい

ますか、教育行政といいますか、再質問にお答え

いたしたいと思います。

　　今、再質問に出ました、例えばかつて中野区あ

たりでありましたような、そういう教育委員の公

選制の問題ではなかろうかなというふうに私は理

解したんですが、私が逆にお聞きして大変恐縮で

ございますが、そういうふうにとらえてよろしい

んでしょうか。それによって、ちょっと答弁の中

身が違うんですけれども。

○14番（毎熊政直君）　市長、そういうものではな

くて、極端に言えば、昔は隣の子ども、近所の子

どもを「こら、お前たち悪いことしてはつまらん

ぞ」と叱ってくれるような、そういうおじさんと

かおばさんがいたんですよ。今は、もうよその子

どもなんかほったらかしでしょう。見て見ぬふり

なんですよ。だから、そういう空気が少しでも地

域の子どもたちを、教育を見詰めてやろうと、そ

ういう働きかけをする、そういう町の教育長とい

うものを、そういう展開をするお考えはないかを

お尋ねしたつもりです。

○市長（伊藤一長君）　どうも大変失礼いたしまし

た。非常に深みのある質問でございまして、私も

なかなか直に理解しかねたものですから、恐らく

今の毎熊議員さんのご指摘でいけば、今の制度で

いきましたら、主任児童委員の制度ではないかな

というふうに私は受けとめます。一番身近なとこ

ろに、民生委員・児童委員の方が、たしか200人
規模を単位にずっとおられまして、長崎市内の場

合は830人ほどいらっしゃるんではないかなとい
うふうに思います。その中でも、小学校区単位に、

たしか主任児童委員の、要するに子どもたちのこ

とを、民生委員・児童委員さんが200人に１人の
単位でいらっしゃいますけれども、小学校区単位

で１名、その方々とは別枠で主任児童委員という

形の方がいらっしゃいます。その方のことではな

いのかなというふうに受けとめますが、ただ問題

は、これもできるときから実は議論がありまして、

屋上屋を重ねるのは、経費としては国費であれで

すけれども、そんなにたくさん、民生委員・児童

委員さん、民生委員のお世話をしながら子どもた

ちのお世話をする民生委員・児童委員さんがあり

ながら、主任児童委員さんという何か別格の人が、

一つ上の方がいらっしゃるような議論はいかがな

ものかなと、スタートするときから、実はこの議

論があっておりまして、これは今日でもまだ完全

に根づいたものにはどうもなっていないような感
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じがいたしますけれども、こういう民生児童委員

制度というものを、やはり一生懸命それぞれ皆さ

ん方やっていただいていますけれども、もっと自

治会の役員の方々と一緒に連携を取って頑張って

いただくという問題。

　　それと、今の件は隣組とか、そういう小さい単

位でということでいきましたら、例えば小学校区

単位で子どもを守る会とか、あるいは育成協議会

とか、育成協議会は地区によっては中学校区単位

になりますが、そういうものをもっと活発化して

いくということの方の力点を置くと、シフトをし

くというふうなことも私は大事なことではないの

かなというふうに思いますので、それぞれの地域

に、本当に任意団体として、自治会長さん初め自

治会の方がいらっしゃいますし、あるいは子ども

会のお世話の方もいらっしゃいますし、育成協の

方々もいらっしゃいますし、あるいは公的な立場

で民生委員・児童委員の方とか、保護司の方とか、

人権擁護委員の方とか、行政相談委員の方とかお

られますので、そういう方々を地域的にどうネッ

ト化していって、どう連携を取りながら、子ども

のためにしっかり頑張っていくのかなということ

が、これからある意味では求められていくのかな

というふうな感じがしてならないわけでございま

す。

　　以上、まとまった答弁になりませんけれども、

ご理解をいただければありがたいと思います。

○14番（毎熊政直君）　急に市長に質問を振りまし

て、まだここの短いやりとりでは、市長も私の真

意というものはなかなか理解しがたいところが

あったと思うんですけれども、要は、要するに今、

市長がご答弁をいただいたようなことは、そうい

う今の機構というものが行き詰まりを感じてきて

いる時代ではないかと思うんです。新たな何かの

方策を用いて、本当に教育の力というものを、地

域の教育力というものを上げる必要がある。

　　そういう中で、私はぜひ行政のリーダーシップ

をとっていただく教育委員会から、少しずつでも

そういう機運を広げていただき、地域では、そう

いうボランティアでいろんなことをやりたいと考

えている方もたくさんいらっしゃるはずとは思い

ます。だから、そういう方々に、また新たな形で、

そういう民生委員・児童委員さんとか、そういう

ものは今も一生懸命頑張っていただいているだろ

うとは思うんですけれども、しかし、もう一回、

親を含めて、親がもっとしっかりすべきだという

ものを、そこに目を触れてくれる意味で、私は、

町の教育長さんなどを考えてはどうかというご提

言をしたつもりです。

　　今、るる申し上げましたけれども、ぜひ教育長、

教育委員会の方で、そういう趣旨をご理解いただ

いて、今後は３年スパン、５年スパンでそういう

ものをつくり上げていこうという機運を広げてい

ただいて、そして、より充実した長崎市の教育体

制を構築していただきたいと、要望をいたしまし

て、この件の再質問を終わらせていただきます。

　　続きまして、環境保全についてでございます。

合併処理浄化槽の利点というのは、私も本壇でお

話をさせていただきましたけれども、今、市長の

方からも、今後、合併処理浄化槽を積極的に普及

を図っていきたいというご答弁をいただきました。

ただし、５地区というお話が今出ましたけれども、

私の昨年度の記憶では、農業集落排水事業認定区

域が長崎市内で16カ所、そのうちの５カ所だろう
と考えます。それでは、残された11カ所の農業集
落排水事業認定区域の網をどのような手法とスケ

ジュールによって解除されて、合併処理浄化槽が

より早く設置できるような地区にされるおつもり

なのか、その手法、またスケジュールをお伺いし

ます。

　　そして今、合併処理浄化槽と公共下水道の処理

水の比較というものをＢＯＤの量が20ｐｐｍとか
いう、ＢＯＤの量によって今、説明を聞いたんで

すけれども、これをもって市民の方にきちんとわ

かっていただくには、市民の人たちは今現在、で

きれば公共下水道にしてもらいたいと、自分たち

のところは田舎だから、そういう公共下水道を引

けば費用対効果でなかなか20年たっても30年たっ
ても来ないから仕方ないなという思いなんです。

しかし、本当は合併処理浄化槽から出る水は汚い

んでしょうと、例えばうちの部落は100軒ござい
ますと、そこから出た水が全部川に流れ込むと川

の水が汚染されてしまうんじゃないですかという

ようなご質問が出ます。というのは、まだ単独浄

化槽と合併処理浄化槽の処理能力の中身というの

は当然、わかられていないわけなんです。だから、

ＢＯＤがどうのこうのという前に、私は、例えば

「合併処理浄化槽で処理した水には金魚が飼えま
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すよ」というような、本当に一般市民の方がわか

りやすいような説明をして普及活動をしていただ

きたいと考えておりますので、その点を。

　　もう一点は、これは逆に、各家庭の工事費が皆

さん、受益者というのはそれが一番気になるとこ

ろと思います。そしてこの場合、例えば７人槽を

設置する場合、一応今、モデル工事費として111
万5,000円という工事費が策定されております。
しかし、市民の方には、例えば土地の形状や岩盤

が固いとかいろんな諸条件でもっと高くなるとい

う方もいらっしゃるだろうし、逆に言えば、今度

は下水道事業の認可区域でない、要するに市街化

調整区域の人たちから見れば、えらくまたいい補

助だなというようにとらえる、この二面性がある

と思うんですよ。そういう面で、このモデル工事

費の策定の根拠、これをお示しいただきたいと思

います。

　　以上３点お尋ねいたします。

○環境部長（高橋文雄君）　スケジュールの件でご

ざいます。

　　確かに、いわゆる市街化調整区域、下水道の未

認可区域につきましては、議員ご指摘のとおり、

3,400余りあります。したがいまして、一度にと
はなりませんが、下水道の進捗よりも早く、これ

を進めていかなければならないと思っております

し、今年度は若干ですが、来年からは300世帯と
いう予算を組んでまいりたいと、これは財政当局

とも協議をしながら、なるべく早く消化をしたい

というふうに考えております。

　　それと、何ｐｐｍと、確かに市民の皆様にはわ

かりにくい、私もよくわからないわけですが、そ

のあたりの数値ではなくて、金魚が泳ぐとかコイ

が泳ぐとか、こういう数値ならばどうだと、確か

におっしゃるとおり、そのようなわかりやすい指

標でご説明をしながら、その浄化槽の効果という

ものを説明してご理解をしていただきながら、Ｐ

Ｒをしていきたいというふうに思っております。

　　ＰＲにつきましては、既に本年の５月号の広報

ながさきにも大きく紙面を割いていただきまして

広報いたしましたし、一部のマスコミ等にも取り

上げていただきました。今後も自治会に、スケ

ジュールをつくりまして、順次、自治会説明等を

行ってまいりたいというふうに思っております。

　　それから、モデル工事費、111万5,000円という

数値の根拠でございます。大体、浄化槽の本体そ

のものが定価ベースで90万円というふうに考えて
おります。それが８割から７割の間でするだろう

ということで、大体71万5,000円という計算をし
ております。その工事にかかるものが、大体40万
円程度だろうと考えておりまして、合計のモデル

としまして111万5,000円ということでございます。
　　ご指摘のように、今までは、これが国、県、市

の補助金が３分の１、合計で41万1,000円しかな
かったのですが、今回から市の単独補助をふやし

まして、設置費の負担を、先ほど申しましたよう

に下水道の負担と同様というふうに考えましたと

ころで、市の単独負担金が64万4,000円とはじい
ているところでございます。

　　確かに、工事によりまして、岩盤があったり、

ご指摘のように大きく違うところも出てくるかと

思いますが、この補助制度は今回から始めるとい

うことで、しばらくその実態を見た中で、工事の

推移を見ながら、補助等についても今後見守りた

いというふうに考えております。

○水産農林部長（井上　功君）　農業集落排水事業

の件についてお答えいたします。

　　本市の農業集落排水事業につきましては、太田

尾地区が本市にとって初めての設置でありました。

そして、これは今年度から供用を開始したもので

ございます。これは開始したばかりでございます

ので、運営状況等のデータ等が必要と考えられま

すので、しばらくの間、検証を行い、その後、そ

の他の地区についてどうするかというものを検討

を進めていきたいというふうに考えております。

　　以上でございます。

○14番（毎熊政直君）　環境部長のモデル工事費の

算定基準というのが、まだ今、随時中身を確認し

ていると、精査しているということで今現在はお

聞きしておきますけれども、ぜひそこら辺のこと

は、必ず市民の皆様方にとっては一番のお尋ねに

なりたい点だと思いますので、今度はぜひ明快な

策定基準が公表できるように早急にお願いをした

いと思います。

　　それと、水産農林部長から、今、随時見直しし

ていくというお話がありましたけれども、これは

来年度から300個ずつ合併処理浄化槽を設置した
いという、先ほど環境部長の方からご答弁をいた

だいたんですけれども、今のような部長のご答弁
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で、お聞きしていたら、では、なかなかそれがで

きないと合併処理浄化槽が設置できないというこ

とになりますから、時間的に、例えばことし見直

して、来年度からそういう地区をたくさんつくっ

ていきたいというお考えなのか、もう一度、そこ

ら辺のお考えをお聞かせください。

○水産農林部長（井上　功君）　供用開始したばか

りでございますので、その運営状況とか接続状況

などを２、３年一応様子を見まして、その他の地

区は、この農業集落排水事業でやるかということ

を検討していきたいということでございます。そ

の前に、その他の地区で合併処理浄化槽を設置す

るということになりましたら、今の環境の事業が

当てはまるというふうに理解しております。

　　以上でございます。

○14番（毎熊政直君）　それでは、部長、一応今、

太田尾地区の農業集落排水事業が完成したことは、

重々私も理解しております。ということは、今の

部長の答弁を聞いておったら、まだ今から農業集

落排水事業を他地区でやるかやらないか、網をか

かったところで。それから考えてみましょうとい

うように私は聞こえたわけです。私の認識では、

もう合併処理浄化槽というすばらしいものができ

たから、農業集落排水事業をいろんな経費の面か

ら取りやめて、そっちの方に移行しようというこ

とで私は今まで認識をしておったんですよ。

　　ところが、今の部長のご答弁を聞くと、まだ今

から農業集落排水事業をどうするか、やるかやら

ないか考えてみましょうと、できたばかりだから

まだよくわかりませんというような答弁に聞こえ

たんですけれども、そこら辺の見解はどちらなん

ですか。もう一回、教えてください。

○市長（伊藤一長君）　毎熊議員の再度の質問でご

ざいますけれども、本質問に答えた形で私が本壇

でお答えをしておりますけれども、毎熊議員はそ

れをご承知の上で再質問をされていると思います

けれども、本壇で答弁をしました中身につきまし

ては、合併処理浄化槽にかかわる件でございます

けれども、本年度供用開始いたしました太田尾地

区を除く農業集落排水事業の構想地域であります

５地区、これは例えば潮見とか飯香浦とかござい

ます、５地区についても当面は合併処理浄化槽で

整備を行う予定でありますと、そういうことでご

ざいますので、ひとつよろしくお願い申し上げた

いと思います。

○14番（毎熊政直君）　わかりました。今、改めて

市長の方からご答弁をいただきましたので、この

件につきましては、これ以上の追及はやめたいと

思います。理解をいたしたいと思います。

　　次に、あと時間が７分しかございませんけれど

も、観光振興策について、観光部長にお尋ねをい

たします。

　　先ほどご答弁をいただきましたけれども、私は、

今回ぜひ訴えたかったのは、今、観光を長崎の基

幹産業として、これで長崎の活力をつくっていか

ないと、いろんな製造業もほかの各種業も、この

不景気の中で落ち込んでいっているわけです。一

番何が即効薬として経済対策につながってくるか

といえば、この観光業をいかに地場産業と結びつ

けてたくさんの人に来ていただいて、長崎にお金

が落ちるか、それを考えていただきたいという観

点からご質問をしたわけです。

　　というのは、今、中心部の方はいろんな歴史的

遺産とか文化的遺産、そういうものを見て回って

いただいて、そして今、宿泊客数が減っていると

いうことはデータが出ているわけですね。ずっと

出ているわけなんですよ。そして、その回りに、

例えば周辺地区に、私は、東長崎の方ですから、

東長崎のことしか中身ははっきりわかりませんか

ら、ここで事例としてそれしか挙げませんけれど

も、例えばＪＲのトンネルを一つ抜けますと現川

駅というのがあります。ここには現川焼というの

があるんですよ。例えば現川焼を体験する。その

地区の市民の人たちの協力を得て、広場を利用し

て、そして修学旅行生なり一般観光客でもいいん

です、そこで、そういう現川焼を体験しに行く。

自分でつくった湯飲みでもコーヒー茶碗でもいい

んです。そういうものを体験するものを今後、地

元の人たちと協議をしながら、可能性がないか追

及していく。そしてまた、その先に行けば、古賀

には植木の里があるんです。ここでは初心者向け

の盆栽をつくる、自分がつくる。そして自分でつ

くって、自分がつくった盆栽を持ち帰ってもらう。

いいじゃないですか、東京までみんなまとめて

送っても。１鉢500円の鉢を買って、500円の植木
を買って植えればいいんですよ。そんなにお金は

たくさんかからないんです。もっと上級の人は上

級のものを求めるようにされれば。そしてもう一
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つは、橘湾に目を移しますと、橘湾には、例えば

底引き体験とか、そういうものを今、まさにやろ

うという動きがあるんです。

　　そういうものを一体化して、例えば南部にも西

部にも北部にも、この長崎市の周辺にはあると思

います。昔からその地区が伝統的に優れたものが。

そういうものを観光と結びつける。そして１日を

長崎で過ごす。午前中は長崎市内でいろんな歴史

的観光地を見て回り、昼からは体験しに行こうと、

本当にそういう地区に入って、地区の人たちの心

と、そして本物の自然というものに触れ合う機会

をつくることができるならば、長崎の観光力は

もっと上がると思います。

　　そして、それと同時に、もう一つは、周辺の地

場産業、農業も漁業も、今言った産業も一緒に

なって、お客さんが来てもらうということで地域

の活性化につながると思うんですよ。そういうも

のをぜひこの長崎周辺でつくり上げて、そして１

日を長崎で過ごしていただき、長崎に泊まってい

ただく。それを基本的な考えとして、今後、観光

振興策をやっていってもらえるのかどうか、そこ

ら辺の所見を観光部長にお尋ねしたいと思います。

○観光部長（三浦勝夫君）　よく議員のご指摘はわ

かりましたけれども、観光振興対策特別委員会で

も私が述べたとおり、いわゆるゾーン化、丸山は

今は「ぶらぶら節」とかありますけれども、そう

いうことを含めた、そしてまた長崎魚市とか、あ

ぐりの丘、そういうゾーン化で、歩いて長崎のよ

さを感じる、そういう宿泊型を今、研究しており

ます。

　　また、先ほど言われたとおり、今後とも体験型

につきましては、観光部だけではなくて、所管の

いろんな部とも検討し合いながら、先ほど言われ

ました底引きとか、そういう地域のいいところを 

　どんどん取り入れまして体験型の観光をやってい

きたいと、そういうふうに考えております。

　　以上です。

○14番（毎熊政直君）　最後に今、すばらしく能力

が高い、そしてまた人間性豊かな観光部長から前

向きのご答弁をいただきましたので、大きく期待

をいたして、長崎の観光によって長崎の地場産業

の活性化につながると期待をもって、今後お願い

したいと思います。

　　そして最後に、部長、ぜひ観光部だけの問題で

はなくて、農林水産業においても、商工業におい

ても一緒になってこういうことを展開して、長崎

の地場産業の活性化を図るんだという機運を広げ

てください。そして、でき得れば、この前ちょっ

といこいの里に行ったんですよ。あそこでどうし

ているかというとグラフをつくっているんですよ。

今月は何人おみえになった、そして、次はどうい

う目標を持っていると、職員の人たちがそれを一

つの目標として頑張っておられます。観光部とし

ても、長崎に宿泊客が今月は、一月平均でなくて

もいいし、３カ月のトータルでも構いません、そ

ういう中で目標をつくって、そのグラフが一人で

も上がるような、ぜひあそこの観光部にドンとグ

ラフを据えて、そして職員全体で、少しでも長崎

に来ていただこうと、そして長崎を活性化させよ

うという、そういう機運づくりをぜひつくってい

ただくよう、ご要望を申し上げまして、質問を終

わらせていただきます。

　　どうもありがとうございました。

○副議長（江口　健君）　本日の市政一般質問はこ

の程度にとどめ、明８日午前10時から本会議を開
き市政一般質問を続行いたします。

　　本日は、これをもって散会いたします。

＝散会　午後３時１分＝　
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